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１ 札幌市パーソナルアシスタンス（ＰＡ）制度とは 

ＰＡ制度とは、障がいのある方に対して、札幌市が介助に必要とする費用を直接支

給し、障がいのある方自らが介助者の募集やシフトの調整など、必要とする介助を組

み立てる仕組みのことです。障がいのある方の自立した生活を、地域全体で支え合っ

ていく札幌市の単独事業です。 

２ パーソナルアシスタンス制度の仕組み

※サポートセンターとは

ＰＡ制度の実施にあたり、札幌市が民間団体に委託して運営しているＰＡ利用者及び介助者のため

の支援機関で、市内に１箇所設置しています。 

＜支援内容＞ 

○ＰＡ制度の紹介、問い合わせに対する回答 ○介助者募集の支援、情報提供 

○介助契約締結時の支援とアドバイス ○利用者、介助者双方への研修の実施 

○契約時や介助中におけるトラブル時の支援 ○ＰＡ費利用プランの作成にあたっての支援 

○ＰＡ費請求の支援  

①障がいのある方が札幌市にＰＡ制度の利用を申請

②障がいのある方自らが介助者を募集、必要に応じてサポートセンターに支援を依頼

③サポートセンターでは介助者登録されている介助者の中から条件にあった介助者を紹介

④障がいのある方と介助者の間で、報酬や介助内容について交渉し、契約

⑤サポートセンターで介助者に研修を実施

⑥介助活動

⑦札幌市から障がいのある方に介助費用を支給

⑧障がいのある方から介助者に報酬を支払う
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　マッチング
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まずはサポートセンタ

ーに登録してください



２ 登録から実際に介助を行うまでの流れ 

  記載例を参考に登録票を作成し、サポートセンターに持参又は郵送、E-mailにより

ご提出ください。

  登録票は下記の札幌市ホームページよりダウンロードすることができます。

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/jiritsushien/1-4-4_pakaizyosya.html 

  介助者を募集している利用者（障がいのある方）からの求めに応じて、登録された

情報を基に条件にあった介助者を紹介します。利用者が介助者との面接を希望する場

合は、日程調整等を行うため、介助者に連絡します。

  所定の期日に利用者との面接を行います。介助内容や報酬額については、面接の際

に双方で十分話し合ってください。

  介助内容や報酬について双方が合意した場合は、介助契約を結びます。なお、参考

様式を札幌市で用意している他、必要に応じてサポートセンターが支援します。

  契約が成立し、介助を行うことが決定した場合は、サポートセンターで行う研修に

参加してください。研修では、制度の概要や介助を行う際の細かい手続き等について

説明します（２時間程度）。

  介助技術に関する個別の研修はサポートセンターでは実施していませんので、障が

いのある方の指示に従ってください。

  約束した日に利用者の自宅等へ訪問し、介助を行います。

  契約時に定めた期日に原則として、利用者より報酬が支払われます。

⑴介助者登録票の提出

⑵サポートセンターからの連絡

⑶利用者との面接

⑷契約

⑸研修の実施

⑹介助活動

⑺報酬の支払い



３ 登録票の記載例 

※ご提出いただいた登録票は、個人情報保護法に基づいて、サポートセンターにて厳重

に管理保管いたします。 

現在の職業を記載

（任意）

経験した職種を記

載（任意）

介助に行える時間

帯に○を記載

（曜日により異な

る場合は空欄部分

にその旨記入

自由記載欄

自己ＰＲや細かい

条件等があれば、

ご記入ください。

複数の移動手段が

ある場合は、複数

記入可



４ よくある質問 

Ｑ  介助者になるための条件はありますか。 

Ａ  介助者になるために特別な資格要件はありませんが、利用される方の配偶者及び３親等以

内の親族の方は、その方の介助者になることはできません。 

Ｑ  制度の詳しい内容について教えて欲しいのですが？ 

Ａ サポートセンターにお問い合わせください。

Ｑ  介助者になるにはどうしたらいいのですか？ 

Ａ  まずはサポートセンターにご登録ください。 

Ｑ  介助者として札幌市に雇用されるのですか？ 

Ａ  札幌市が介助者として雇用を行うものではありません。介助を行う場合は利用者と介助者

の間での直接契約となり、札幌市は介助費用を利用者に支給します。 

Ｑ  介助者登録をしたら、すぐに利用者を紹介してもらえるのですか？ 

Ａ  ＰＡ制度は、札幌市やサポートセンターが介助者の派遣を行うものではありません。サポート

センターは、介助者を募集している方と介助を行いたい方の仲介機関です。したがいまして、

介助者を募集している方の募集条件にあった場合にのみ利用者へ介助者の紹介が行われま

す。募集条件に合致しない場合は、登録後も紹介がない場合があります。 

Ｑ  どういった介助を行うのですか？ 

Ａ  あらかじめ定められた介助内容はありません。介助内容は利用者との話し合いにより決まり

ます（一部ＰＡ制度の対象とならない介助もあります）。

Ｑ  介助中に事故にあった場合は、何か補償があるのですか？ 

Ａ  札幌市にて一定額の保険に加入していますが、補償額を超える部分の取扱いについては、

利用者と介助者双方の契約時の取り決めにより決定します。 

▽食事・入浴・排泄などの介助 

▽調理・洗濯・掃除などの家事 

▽外出時の移動の介助    など 

介
助
内
容



～お問い合わせ先～ 

ＰＡサポートセンター（月曜日～金曜日 ９時～１７時） 

〒065－0014 

札幌市東区北 14 条東 14 丁目２－５ 光星ビル３F 

ＮＰＯ法人 ホップ障害者地域生活支援センター 

電  話：790-6003 

ファクス：748-6221 

メール：pa-support@npo-hop.org

～ＰＡ制度に関する札幌市の窓口～ 

〒060－8611 

札幌市中央区北 1条西 2丁目 

札幌市保健福祉局保健福祉部障がい福祉課 

電 話：211-2938 ファクス：218-5181 

メール：sapporo.jiritsushien@city.sapporo.jp

Ｑ  介助をした場合の報酬はどれくらいですか？ 

Ａ  下限はありませんが、無償の場合は、この制度の対象にはなりませんので、別途、ボランティ

アセンター等へご登録ください。具体的な報酬額については、利用者との話し合いによりま

す。 

Ｑ  登録情報に変更があった場合や、登録を辞めたい場合はどうしたらいいの？ 

Ａ  パーソナルアシスタンス事業介助者情報異動届をサポートセンターにご提出ください。 

保健福祉局 

イメージキャラクター 

『ほふくろう』 


